
国民健康保険課国民健康保険課住民住民

窓口窓口 バックヤードバックヤード

区分 国民健康保険 大分類 21 不当利得・不正利得 1 不当利得情報登録中分類

不当利得

候補抽出

不当利得

返還通知作成

不当利得情報

登録

国民健康保険
システム

返還通知書
納付書
委任状
申請書

国民健康保険
システム

国民健康保険
システム

確認

返還通知書
納付書
委任状
申請書

発送

返還通知書
納付書
委任状
申請書

【対応する機能要件】
①⇔ 21.1.1.1
②⇔ 21.1.2.1
③⇔ 21.1.3.1～21.1.3.2
④⇔ 21.1.4.1

①

②

③

確認

※抽出したデータより、不当・不正を
判断するための確認を行う。

確認リスト

確認リスト

送付
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国民健康保険課国民健康保険課

窓口窓口 バックヤードバックヤード

住民住民

他
保険者
他

保険者

区分 国民健康保険 大分類 21 不当利得・不正利得 1 不当利得情報登録中分類

申請受付

保険者間調整

登録

確認

委任状
申請書

国民健康保険
システム

委任状
申請書

不当利得

返還通知作成

確認

発送

返還通知書
納付書

返還通知書
納付書
申請書

返還通知書
納付書
申請書

④

国民健康保険
システム

※被保険者より提出される申請書に
おいても返還通知書、納付書と同時
に送付する。

③

※不当利得返還通知作成により、不当利得・不
正利得返還通知書を出力する。

受領

送付
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国民健康保険課国民健康保険課

窓口窓口 バックヤードバックヤード

金融機関金融機関

区分 国民健康保険 大分類 21 不当利得・不正利得 2 納付管理（月次）中分類

納付登録
国民健康保険
システム

【対応する機能要件】
①⇔ 21.2.1.1
②⇔ 21.2.2.1
③⇔ 21.2.3.1

①

納付相談
の場合

納付がある
場合

納付確認

納付がない
場合

BA

納付
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国民健康保険課国民健康保険課

窓口窓口 バックヤードバックヤード

住民住民

区分 国民健康保険 大分類 21 不当利得・不正利得 2 納付管理（月次）中分類

確認

発送・手渡し

納付書

納付相談

受付

分納登録
国民健康保険
システム

納付書

納付書

②

A

相談

送付・手渡し
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国民健康保険課国民健康保険課

窓口窓口 バックヤードバックヤード

住民住民

区分 国民健康保険 大分類 21 不当利得・不正利得 2 納付管理（月次）中分類

不当利得督促通知

作成 国民健康保険
システム

確認

通知書

発送

通知書

通知書

③

B

※不当利得督促通知作成により、不当
利得・不正利得督促通知書を出力する。

送付
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国民健康保険課国民健康保険課

窓口窓口 バックヤードバックヤード

住民住民

区分 国民健康保険 大分類 21 不当利得・不正利得 3 納付管理（年次）中分類

確認

発送

通知書

不当利得催告

通知作成 国民健康保険
システム

通知書

通知書

①

【対応する機能要件】
①⇔ 21.3.1.1
②⇔ 21.3.2.1
③⇔ 21.3.3.1

※不当利得督促通知作成により、不当
利得・不正利得催告通知書を出力する。

送付
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国民健康保険課国民健康保険課

窓口窓口 バックヤードバックヤード

区分 国民健康保険 大分類 21 不当利得・不正利得 3 納付管理（年次）中分類

不納欠損候補

抽出 国民健康保険
システム

確認

不納欠損
候補一覧

不納欠損
候補一覧

不納欠損登録
国民健康保険
システム

②

③

裁判所を通じた

督促、強制徴収

※不当利得の場合、民法703条を根拠としていることから、裁
判所を通じた支払督促等の法的手続きを行う。不正利得の場
合、国保法第65条の規定に基づき、強制徴収を行う。

徴収不可の場合徴収した場合
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